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１ 指定管理者制度の趣旨 
・ 「公の施設」の管理運営にかかる指定管理者制度は、平成 15 年６月の地方自治法の改正(平

成 15 年９月施行)により、多様化する市民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、民

間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として導入さ

れた。 

・ 指定管理者制度の導入により、民間事業者等は議会の議決を経ることによって指定管理者と

なることができる。 

・ 本公募に参加する事業者（以下「応募者」という。)は、指定管理者制度の趣旨を踏まえ、

本要領を熟読すること。 

 

２ 公募から選定までの流れと応募時の注意点 
・ 本要領に記載する事項は、神戸市立地域交流センターの指定管理に係る議会の議決を経て成

立した上で実施するもの。 

 

「公募から議決までの流れ」 

公募 
「神戸市指定管理者制度運用指針」、「神戸市指定管理者制度運用マ

ニュアル」及び本応募要領に基づき実施 

指定管理者 

候補者の選定 

「神戸市執行機関の附属機関に関する条例」に基づき設置される選定

評価委員会が、応募者の中から施設の設置目的をもっとも効果的に達

成できると認められる団体を、指定管理者候補者として選定 

決定 市長が指定管理者候補者を決定 

議決 神戸市会の議決を経て、指定管理者として指定 

・ 指定管理者候補者による提案内容を必ずしもすべて実現するものではなく、神戸市が実施困

難又は不要と判断した場合は、これを行うことはできない。また、神戸市が提案内容につい

て実施方法または実施内容等の一部変更が必要と認めた場合は、神戸市と協議の上、原則と

してこれに従うこと。 

 

３ 指定期間  
・ 令和８年４月１日から令和 11 年３月 31日まで(３年間) 

・ 但し、当該地域交流センターの管理運営実績が良好かつ対象施設近隣住民と協力して

管理運営する等の場合、現指定管理者を次期指定管理者候補者として再選定すること

がある。 

 

４ 施設について（以下、甲は神戸市、乙は指定管理者とする。）  
（１） 対象施設 

① 神戸市立熊野地域交流センター（兵庫区鵯越町 1-20） 

② 神戸市立箕谷地域交流センター（北区緑町 4-6-3） 

③ 神戸市立つつじが丘地域交流センター（垂水区つつじが丘 4-6-7） 

④ 神戸市立太山寺地域交流センター（西区前開南町２-１-20） 
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（２） 施設の概要 

「別添１ 施設の概要」のとおり 

 

（３） 利用可能時間および休館日 

利用可能時間 

・午前９時から午後９時まで ※ 

 ※ただし、提案により、平日の午後４時以降（休館日を除く）

ならびに土曜日・日曜日は予約管理システムや電子錠などを

活用した無人による管理も可能である。 

 ※乙において、上記時間帯以外に開館する場合は、事前に甲と 

協議すること。 

有人による 

管理運営を 

求める時間 

・午前９時から午後４時※まで ※ 

 ※平日のうち４日間を基本とし、提案により土曜日や日曜日も

有人管理を行う、もしくは平日５日間を有人管理を行うこと

も可能である。 

※ただし、提案により、午後４時以降も引き続いて有人管理を

行うことは差し支えない。 

休館日 

・国民の祝日に関する法律に規定する休日 

・年末年始（12月 29 日から１月４日まで） 

・お盆期間（８月 13 日から８月 16 日まで） 

・市長の承認を得たうえで乙が定める日。 

ただし、土曜日、日曜日を除く。 

・前４号に掲げるもののほか、乙が特に必要があると認める日 

（工事等の影響で施設を利用できない期間など）。 

 

（４） 管理責任者等の配置 

・ 地域交流センターは、令和８年度より「地域活動の促進・地域社会の課題解決に寄与す

る施設」として、地域住民をはじめとする様々な方にご利用いただき、活動の場や地域

住民の交流の場、人と人が気軽に出会い、つながることのできる場として活用していた

だきたい施設である。 

・ そのため、（３）の表にもあるように午前９時から午後４時までは原則１名以上の管理

者（窓口当番）を配置し（提案する管理パターンによって配置する日数は異なる（p.19 

「別添２ 管理パターンと指定管理料の考え方」））、地域団体や住民とのコミュニケーシ

ョンをとることが求められる。 

・ なお、甲では、各区役所に地域協働課及び「地域コーディネーター」などを配置し、市

立地域交流センターの運営や利活用に関する相談・支援を行うほか、地域交流センター

職員を対象とする説明会や研修を実施している。これらの支援や研修内容などを積極的

に取り入れ、地域交流センター運営の充実・発展に努めること。 

・  また、施設の管理運営を担っていただくことから、下表に掲げる体制を整備すること。

それぞれの責任者については兼務を可とする。 
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名称 基準 

管理責任者 
・施設の庶務、会計等を掌理 

・市との連絡および調整の実施 

防犯責任者 ・防犯及び施設の鍵、貴重品等の管理 

防火管理者 

火元管理責任者 

・施設の防火に関する管理、消防計画等の作成 

・消火、通報、避難訓練等の指揮及び実施 

利用事務責任者 
・利用申し込みの受付・調整・承認 

 （必要に応じて予約管理システムや電子錠の管理運営） 

備品等管理責任者 

・施設内備品や消耗品の管理 

・施設の小修繕等に関する連絡、調整 

・施設内清掃等の調整、実施 

 

５ 乙が行う業務 
乙は、以下のとおり、地域交流センターの管理・運営業務を行うこと。 

（１）施設、設備、備品等の維持及び管理 

・ 乙の業務負担の軽減、業務の効率化を図る観点から、維持管理業務の一部に包括管理委託

を導入する予定である。施設や設備にかかる日常管理業務は乙が行うが、包括管理委託を

導入することにより、施設内に関する不具合や修繕を要する場合は、甲が委託する包括管

理事業者が修繕業務等を行う。（備品の修繕は原則乙にて対応※後述） 

・ 地域交流センターにおける包括管理委託の内容が決定次第、甲乙間で協議のうえで、具体

的な対応フロー等について決定することとする。 

・ なお、包括管理委託の契約内容により、将来的に業務内容や指定管理料が変わる可能性が

ある。 

・ 施設で生じたごみについては、乙において事業系一般廃棄物として適切に処理すること。 

（なお、利用者に強制的にごみを持ち帰らせ、家庭ごみとして排出させることは条例違反 

となる可能性があるため、注意すること） 

 

（２）地域交流センターの施設、設備、備品等の貸し出し及び利用調整（利用料金の収受等を

含む） 

・ 神戸市立地域交流センター条例及び同条例施行規則等に規定する「地域活動の促進・地域

社会の課題解決に寄与する施設」としての設置趣旨に反しない限りにおいて、一般に地域

交流センターの施設等を利用させ、その利用料金を収受し、乙の収入とすることができる。 

・ 利用料金について、神戸市立地域交流センター条例の上限額の範囲内で、乙が甲に自由に

提案することができる。甲は乙の提案を審査の上で承認する。 

・ 予約管理システムや電子錠の導入により管理を効率化する等の工夫を行う場合、指定管理

料を増額する（p.19 「別添２ 管理パターンと指定管理料の考え方」）。また、利用者の利

便性向上のため、キャッシュレス決済（クレジットカードによる事前決済等）の導入につ

いても可能な限り検討すること。 

 

（３）以下に掲げる神戸市立地域交流センター条例（以下「条例」とする）に基づく事業の実施 

・ 地域交流センターは「地域活動の促進、地域社会の課題解決に寄与する施設」としての

設置趣旨に基づき、地域課題に応じた様々な主体の活動の場として活用することとな
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る。乙においても、積極的に地域住民等と協力、連携して、地域課題解決のための事業

を実施していただきたい。 

・ しかし、下記条例に掲げる事業の実施については、必ずしもすべて乙が主体となって

行う必要はなく、地域交流センターを様々な活動主体に利用させることで、実現する

ことも可能である。 

 

※神戸市立地域交流センター条例第３条 

・地域活動、社会貢献活動及び住民交流に関すること。 

・各種地域団体等の健全な育成を図ること。 

・地域活動及び社会貢献活動に係る情報を集積し、及び発信すること。 

・地域活動及び社会貢献活動に係る人々の間における連携及び交流に関すること。 

・地域における諸会合並びに研修及び活動の場として施設を利用させること。 

・活動を通じた地域社会の課題解決並びに社会貢献に係る調査、研究、実践及びこれらに 

対する支援に関すること。 

・前各号に掲げるもののほか、条例第１条の目的を達成するために必要な事業。 

 

（４）資源回収ステーション（エコノバ）の設置、管理運営（任意） 

・ 甲は、リサイクルに適したプラスチックを中心に利用目的を定めて品目別に集めるこ

とで、高品質なリサイクルに貢献するため、資源回収ボックスを設置し、地域交流セン

ターなど市有施設の交流スペースと組み合わせることで、資源のリサイクル拠点かつ

資源出しをきっかけとした地域交流の場であるエコノバ（資源回収ステーション）を

市内各地で展開している。回収ボックスの設置や運搬収集は甲が行い、乙においては、

資源回収ボックスがいっぱいになった時の袋の付け替えや、異物の取り除き、地域住

民へ周知すること。提案は任意であるが、積極的に取り組むこと。 

 

（５）ふれあいのまちづくり協議会などの地域組織との連携・協力 

・ ふれあいのまちづくり協議会、防災福祉コミュニティ、自治会や婦人会などの地域組

織と連携・協力し、その活動を支援すること。 

 

（６）ボランティアの受け入れ・活動支援 

・ 積極的に本市のボランティアマッチングシステム「ぼらくる」の活用や近隣住民ボラ

ンティアの受け入れ・活動支援に努め、地域交流センターの事業、運営への参加促進に

努めること。 

 

（７）その他の事業 

・ 地域住民（団体含む）や NPO や企業、教育機関等、地域活動主体等との積極的な交流、

連携などの実施により、地域交流センターを拠点とした地域活性化及び地域住民の居

場所づくりなど、地域活性化を図るうえで必要と認められる事業について、乙の創意

工夫により実施すること。 
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（８）禁止事項 

・ 各施設において営利事業、宗教活動及び政治活動を行うことはできない。また、利用者

にこれを行わせることもできない。その他、関係法令をはじめ、関係条例規則等で定め

られた内容を順守すること。 

 

６ 乙が行うことができない業務 
・ 乙は、行政財産の目的外使用許可や審査請求に対する裁決など、法令により地方公共

団体あるいは長に専属的に付与された行政処分の権限に基づくものは行うことはでき

ない。 

 

７ 乙が行う行政処分について（使用許可等） 
・ 乙は、条例の規定に基づき施設の使用許可等の行政処分を行うことができるが、この

場合「行政庁」に該当することから、当該処分について行政手続条例等の適用を受ける

ため、乙が行政手続条例に基づいた、以下のような手続きを講じること。 

 

（１）申請に対する処分関係 

・ 許可等を判断する基準(条例・規則・規程を含む)について、申請窓口に備え付けるなど公

にすること。 

・ 標準処理期間を定めるよう努め、標準処理期間を定めたときは、審査基準と同様に申請

窓口に備え付けること。 

・ いずれにしても、対応や判断に迷う場合は甲に相談し、必要な指示を受けて対応するこ

と。 

 

（２）不利益処分関係 

・ 取り消し等の不利益処分を行うときに必要とされる基準(条例・規則・規程を含む)につ

いて、申請窓口に備え付けるなど、公にしておくよう努めること。 

・ 許可の取消(許可を受けた者からの許可の取消申し出等の場合を除く)等の不利益処分を

行う場合には、それに先立ち、処分を受ける者から事情や意見を聴く「聴聞」(※)を行う

こと(事案によっては、「弁明」となる場合あり)。 

※ 聴聞手続は、乙が行うこととなり、甲が主宰者等として関わることはできない。実施

にあたっては、神戸市聴聞手続規則等に沿って実施すること。 

また、乙は、行政事件訴訟法第 11 条第２項の規定による取消訴訟の被告となる場合

がある。なお、乙が行った処分にかかる審査請求には、地方自治法第 244 条の４第１

項の規定に基づき、地方公共団体の長に対してするものとされている。これらに関し

て、行政事件訴訟法第 46 条、行政不服審査法第 82 条により、行政処分を行う際に教

示が義務付けられているため留意すること。具体的な審査基準等の設定及び意見公募

手続きは甲が行う。 

 

８ 指定管理料（運営費）及び利用料金の収受 
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 ＜指定管理料（運営費）＞ 

・ 甲が交付する指定管理料は、乙の提案による有人管理の方式等により増減するものとし、

p.19 「別添２ 管理パターンと指定管理料の考え方」のとおりとする。詳細は、p.20 「別

添３ 各施設指定管理料概算」を確認すること。 

・ 指定管理料は、会計年度(４月～翌３月)ごとに支払い、乙からの請求に基づき原則とし

て４月末までには交付する。 

・ 指定管理料は、地域交流センターの管理運営業務の経費として交付された公金であるた

め、支給条件に基づき、年度末に精算が生じる可能性がある。 

・ 毎年度の管理業務終了後、収支を精算し、指定管理料に残余が生じた場合の剰余金の取

扱いは次のとおりとする。 

  剰余金は、繰越金として翌年度予算に計上するか、もしくは地域交流センターの管理

運営にかかる積立金として積み立てること。 

  剰余金の使途は、地域交流センター運営に関するもの(施設・設備の改善、魅力向上、

有償ボランティア報酬の改善等)、地域活性化に資する事業等の実施に限り、条例に

定める地域交流センター設置趣旨に反する場合など、その他一切の流用はできない。 

  繰越金・積立金の決算は、毎年度終了後、指定する様式により甲に報告すること。 

 

＜利用料金＞ 

・ 地域交流センターは、条例に定める利用料金の上限を超えない限りにおいて、乙による

提案に基づき、甲が承認したうえで利用料を収受し、希望者へ貸し出すことができる。利

用料の上限は、p.21「別添４ 利用料金上限表」を確認すること。収受した利用料金は、

指定管理料とは別（「自主財源」とする）で収入として計上すること。 

・ 条例施行規則に規定する特別の理由があるときは、利用料金を免除、貸室の優先予約を

することができる。免除や優先予約の可否は、事前に甲と協議のうえ、甲の承認を得て決

定すること。 

・ その他、災害発生時等における対応や社会情勢の変化により、費用負担が発生する場合

がある。これらの費用負担の基本的な考え方は、p.22「別添５ リスク分担」に記載のと

おりとする。 

 

９ 保険への加入について（任意） 
・ 保険は、必要に応じて乙は任意の施設管理上の賠償責任保険に加入すること。 

 

10 備品の取扱いについて 
・ 備品とは、その性質・形状を変えることなく、概ね１年を超えて使用に耐えるもので、    

取得価額が５万円（消費税込）以上のものをいう。 

・ 指定期間中の備品の追加設置又は追加購入は、指定管理料で支払うこと。 

・ 乙は、備品の管理にあたって、神戸市物品会計規則等に基づき、管理台帳を備え、適正

に管理すること。なお、所有権が甲に帰属するものに限る。 

 

・ 備品等の所有権の帰属は以下のとおり。 
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備品等の種別 所有権の帰属 

指定期間の開始日時点に設置されているもの及び引継ぎを受けたもの 甲 

指定期間中に甲が設置又は購入したもの 甲 

乙が、指定管理料により設置又は購入したもの 甲 

指定期間中に乙が指定管理料以外で設置又は購入したもの 乙 

第三者から寄付を受けたもの 甲 

・ 甲が配置した備品類は、現状有姿にて乙に無償で貸与する。配置されている備品類以外

で、乙が必要とするものは、乙が調達すること。なお、備品のメンテナンスや修理費用

等は、原則、乙の責任とする。詳細は協定等で定めることとする。 

・ 甲に帰属する備品は、異動（購入・取得・修繕・廃棄等）があった際は速やかに甲に報

告すること。また、指定管理期間終了等の際には、確実に次期指定管理者に引き継ぐこ

と。 

・ なお、前指定管理者が行っているリース契約は、引継ぎを前提としない。また、指定後

に乙が行うリース契約による備品・車両等は、次期指定管理者への引継ぎを前提としな

い。引き継ぐ場合は前指定管理者ならびに次期指定管理者と個別に調整すること。 

 

11  施設の修繕等にかかる負担区分と工事実施手順 

・ 原則として、施設躯体の修繕（施設と一体となっている設備含む）は甲が実施する。その

他、必要に応じて、以下に記載の区分に基づき修繕等を実施すること。また、修繕の区分

に疑義がある場合は、その都度、甲と協議を行うこと。前述のとおり、施設維持に関して

甲は包括管理委託を導入する予定である。乙に施設や設備にかかる日常管理業務は残るが、

施設内に関する不具合や修繕を要することになった場合、甲が委託する包括管理事業者が

修繕業務等を行うこととなる。 

・ 具体的な業務内容は、甲乙協議のうえで、改めて決定する。 

・ なお、包括管理委託の契約内容により、将来的に業務内容や指定管理料が変わる可能性が

ある。 

修繕の区分 
実施・ 

費用負担者 
工事実施手順 

・備品の修繕、消耗品の補充など維持管理上

必要と認める程度のもの。 

・その他、軽微な補修と認められるもの。 

乙 

・乙は、利用者の安全に配慮の

上、実施すること。 

・技術的判断を要するものに

ついては、事前に書面にて

甲に連絡すること。(必要に

応じて甲の技術指導を遵守

して実施すること。) 

・利用者の利便性向上、アメニティー向上等

を目的とする施設の改善 

甲 

もしくは 

乙 

・協議のうえで決定 

・乙が行う場合は、施工につい

て、事前に甲へ確認の上、承

諾を得ること。 

・その他、施設（躯体）にかかる修繕 甲 
・乙は、修繕が必要と認めた場

合は、速やかに甲へ相談す
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ること。 

・大規模改修等の計画的な保

全については甲が長期計画

に基づき実施する。 

 

12 管理運営に関するモニタリング 
・ 管理運営の適正を期するため、地方自治法第 244 条の２第 10 項の規定に基づき、乙は管理

運営業務や経理の状況に関し、次のとおり甲へ定期に報告・書類の提出を行うこと。また、

甲は、適宜、実地調査を行い、必要な場合は指示等を行う。 

 

（１）事業報告 

報告書類等 記載・報告内容 

事業計画書 

収支計画書 
甲が指定する期日までに事業計画書・収支計画書を提出すること。 

事業報告書 

一事業年度が終了するごとに施設の管理運営業務について次の事項を記載

の上、甲が指定する期日までに、当該終了年度の事業内容を報告すること。 

・管理運営の実施状況及び利用状況 

・管理に係る経費及び自主事業に係る経費の収支状況 

・公募時の提案内容の達成状況 

・その他、協定書で定める管理の状況を把握するために必要な事項 

事故報告書 
施設の管理運営業務に関して事故が発生した場合は、直ちに甲へ報告を行

い(甲の閉庁日を問わない)、事故報告書を提出すること。 

その他の報告 

上記に加えて、年に 1 回の利用者への満足度調査など甲から施設の管理運

営業務に関して、定期又は必要に応じて報告を求められた場合はこれに従

うこと。 

（２）実地調査 

・ 甲は、毎年の事業報告書等に基づき、業務内容に改善が必要と判断した場合のほか、管理

運営状況の確認のため調査の実施が必要と判断した場合は、適宜、実地調査を行い、乙に

対して指示、是正勧告等を行う。この是正勧告等によって改善が見られない場合は、指定

期間中であっても指定管理者の指定を取り消す場合がある。 

 

13  管理運営に対する評価等 

・ 乙による適正な管理運営の確保及び市民サービスの向上のため、甲は毎年度利用者満足

度及び意見について調査するとともに、施設の管理運営に対する評価を行う。 

・ 毎年度の評価に際しては、選定評価委員会において乙から提出された事業報告書等によ

り、協定締結内容(提案内容)が適切に実施されたかなどを評価する。 

・ 乙は、利用者満足度調査の実施について、甲の指示に従うこと。 

・ 利用者満足度調査の結果は、各施設において次回公募を実施する場合、指定管理者候補

者の選定の際の選考材料とし、利用する場合がある。 

 

14 業務を行うにあたっての基本的事項 

（１）関係法令等の遵守 

・ 地域交流センターの運営にあたっては、日本国憲法、地方自治法、神戸市立地域交流セン
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ター条例及び同条例施行規則、神戸市民による地域活動の推進に関する条例、必要に応

じて労働基準法や最低賃金法等労働関係法令、神戸市行政手続条例、個人情報の保護に

関する法律、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、神戸市個人情報保護法

の施行等に関する条例、神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条

例、神戸市情報公開条例、神戸市情報セキュリティポリシーなどの関係法令等を遵守す

ること。 

 

（２）個人情報の保護 

・ 乙は、個人情報の保護に関する法律及び神戸市個人情報保護法の施行等に関する条例に

基づき、業務上知り得た個人情報を適切に保護すること。なお、指定期間終了後も同様と

する。 

 

（３）守秘義務 

・ 乙は、管理運営にかかる業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を第三者に漏らした

り、本業務に使用する目的以外で使用してはならない。指定期間終了後も同様である。 

 

（４）情報公開 

・ 乙は、管理運営にかかる業務に関して保有する情報の公開について、神戸市情報公開条

例の趣旨に則り、甲の指示のもと必要な措置を講じなければならないものとする。 

 

（５）再委託の制限 

・ 乙は、本業務の全部又は大部分を一括して第三者に再委託し、又は請け負わせることは

できない。但し、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、当該業務の一部に限り、第三者に

再委託することができる。 

 

（６）要望等への対応 

・ 市民からの要望等に対しては要望者の立場に立ち、誠実かつ丁寧な対応に努めるととも

に、「神戸市政の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する条例」第８条の「記録

の例外」に該当する要望等を除き、重要な要望等については記録し、甲に報告・協議する

とともに、乙の責任により対応すること。 

 

（７）消費税の適格請求書保存方式（インボイス制度）の対応  

・ 乙において、適格請求書発行事業者登録を行わない場合はあらかじめ、その旨を利用者

に承諾の上で利用してもらうことになる。 

・ なお、適格請求書保存方式（インボイス）制度については、少額特例制度があり、税込１

万円未満の課税仕入れ（１回の取引の合計）が適用対象となる。この場合、適格請求書

（インボイス）の保存は不要である。しかし、課税事業者から交付を求められた場合は

発行する義務が生じるので、乙においては、適格請求書発行事業者の手続きをとること

が望ましい。課税事業者である取引相手（利用者）が仕入税額控除を受けるためには、適

格請求書発行事業者登録をした乙により、適格請求書（インボイス）の交付や交付した

インボイスの写しを保存する義務が生じるので、あらかじめ留意すること。 
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（８）事業継続が困難になった場合の措置 

・ 甲は、乙の責めに帰すべき理由により、管理運営業務を継続することが困難であると判

断したときは、その指定を取り消すものとする。この場合、甲に損害が生じた場合は協議

のうえで、乙に賠償を求める場合がある。 

・ 不可抗力等、甲乙のいずれの責めにも帰さない理由により、管理運営業務を継続するこ

とが困難である状況が発生したときは、リスク分担表に基づき費用の負担及び今後の対

応について、双方で協議するものとする。 

・ 上記の協議により、管理運営業務を継続することが困難であると甲が判断したときは、

その指定を取り消すものとする。 

 

（９）業務の引継ぎ 

・  引継ぎにあたっては、次に掲げるとおり、市民サービスが低下しないよう十分な注意を 

払うこと。 

・ 指定期間前であっても、従前の指定管理者との間で業務を円滑に引継ぐよう努めること。 

・ 指定期間終了又は指定の取消しにより、次期指定管理者に引継ぐ場合は、円滑な引継ぎ

に協力するとともに、業務引継書を作成し、必要なデータ等は無償で確実に引き継ぐこ

と。ただし、現指定管理者が作成したパンフレットやホームページなど現指定管理者が

著作権を有するものの取り扱いについては、次期指定管理者と現指定管理者とで協議す

ること。なお、本業務に係る利用者情報及び施設情報、運営委員会、事業計画、収支計画、

各月の歳出費目及び費用、予算・決算関連等の情報及びデータの所有権は甲が有する。ま

た、行事の実施状況の詳細、当番のシフト表等運営に必要な情報及びデータは、甲からの

要請に基づき、次期指定管理者へ提供すること。 

・ 指定管理者が徴収した利用料金のうち、次期指定期間の利用料金（前納金）については

次期指定管理者に引き継ぐものとし、同様に自主事業についても次期指定管理期間の参

加費（前納金）は募集に係る必要経費を除き、次期指定管理者に引き継ぐこと。 

・ 引継ぎにかかる費用は、現指定管理者と次期指定管理者が協議の上、負担すること。 

 

（10）福祉避難所の指定 

・ 甲は、災害時に避難所での生活において、何らかの特別な配慮を要する方のための二次

的避難所として、地域交流センターや特別養護老人ホームなどを、「福祉避難所」に指定

している。 

・ 福祉避難所の開設は、対象者の人数や施設の状況、対応可能な人員や物資の確保の状況

等を踏まえて、甲が判断する。福祉避難所として開設した場合には、通常の地域交流セ

ンターの運営業務はできない。 

・ 福祉避難所は、甲が運営することになるが、乙にも可能な範囲で避難所運営への協力依

頼をすることがある。 

 

15 応募資格 

次に掲げる条件をすべて満たしている団体とする。 
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（１）地域活性化のために活動できる団体であること。 

・ 「神戸市立地域交流センター条例（同条例施行規則含む）」や「地域福祉センターの新た

な役割などを示す基本方針」の趣旨を理解し、地域住民（団体含む）との連携や協力を積

極的に行い、地域活性化のために活動できる団体であること。 

※ 共同事業体を結成する場合は、応募時に「共同事業体結成届出書」を提出すること。   

また、指定管理者候補者の選定後速やかに、代表者の権限や構成団体間の責任分担等 

を明記した「共同事業体協定書」を締結し、協定書の写しを神戸市に提出すること。 

なお、同一の団体が複数の共同事業体に参加することは認められない。 

※ 共同事業体は、各構成員の個性に着目して、評価・選考するため、構成員の変更は 

その前提事項が変更されることとなる。このため、原則として応募段階以降の構成員  

の加入・脱退は認めない。 

 

（２）次に掲げる各項目のすべてに該当しないこと。 

・ 代表者及び役員に破産者及び禁錮以上の刑に処せられている者がいる団体 

・ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)等による

手続き中である団体 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第６号

に規定する暴力団員が役員又は代表者としてもしくは実質的に経営に関与している団体、

その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体など、神戸

市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱(平成 22 年５月市長決定、以下「暴力

団排除要綱」という。)第５条各号に該当する団体 

・ 団体、代表者が国税(法人税、所得税、消費税(地方消費税を含む))又は神戸市税を滞納又

は未申告である団体 

・ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の４第２項の規定により、神戸市か

ら一般競争入札の参加者資格を取り消されている団体 

・ 神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止を受けている団体 

・ 本公募の開始日から起算して過去１年以内に、甲又は他の地方自治体において乙の責に

帰すべき事由により、指定管理者の指定の取り消しを受けた団体 

※ 応募資格を確認するため、提出いただく役員等名簿により、甲から警察等関係

機関に対し調査・照会等を行う場合がある。 

 

16 公募スケジュール※ 多少前後する可能性あり。 

応募要領の配布期間 令和７年 10 月 27 日（月）～12 月２日（火） 

応募説明会の申込受付期間 

(参加任意) 
令和７年 10 月 27 日（月）～11 月 12 日（水）午後５時まで 

現地見学会の申込受付期間 

（参加任意） 
令和７年 10 月 27 日（月）～11 月 14 日（金）午後５時まで 

応募説明会(参加任意) 
令和７年 11 月 13 日（木）午後２時～午後３時  

場所：市役所本庁舎 24階 1243 会議室 

現地見学会（参加任意） 希望により個別調整（ただし、11 月 21 日(金)までに行う予定） 

応募に係る質問受付期間  令和７年 10 月 27 日（月）～11 月 30 日（日）到着分まで 
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質問に対する神戸市からの回答 質問受付日から３営業日以内を目途に応募者全員へ回答 

応募申請の受付 

令和７年 10 月 27 日（月）～12 月５日（金）午後５時まで 事業計画書・提案書の受付 

（アピール資料（任意）含む） 

プレゼンテーション実施日 
令和７年 12 月８日（月）・９日（火）予定  

※日程は変更の可能性あり。詳細は応募申請者に別途通知 

指定管理者選定委員会 令和７年 12 月 18 日（木）午前 

指定管理者候補者の決定 令和７年 12 月下旬～令和８年１月上旬頃 

 

17 応募説明会・質問への回答 
（１）応募説明会（任意参加） 

① 開催会場 

・ 神戸市役所１号館 24 階（1243 会議室） 

②  申込方法 

・ 「応募説明会参加申込書」(様式１)に必要事項を記入の上、令和７年 11月 12 日(水)午

後５時までに、本要領「22」の問合せ先のメールアドレスまでエクセルファイルを送付

すること。 

③ 注意事項 

・ 出席者は、１団体あたり２名までとする。 

 

（２）現地見学会（任意参加） 

① 実施日時 

「見学会申込書」(様式２)のとおり。但し、見学希望者がいない施設は実施しない。 

申込者と個別調整し、11 月 21 日（金）までに実施予定。 

② 申込方法 

「見学会申込書」(様式２)に必要事項を記入の上、令和７年 11 月 14 日（金）午後５

時までに、本要領「22」の問合せ先のメールアドレスまでエクセルファイルを送付する

こと。 

③ 集合場所 

対象となる各地域交流センターの施設前とする。 

④  注意事項 

・ 参加者は１団体あたり４名までとする。 

・ 施設には駐車スペースがないため、公共交通機関を利用するか、又は、施設近隣の駐

車場を利用するなど、各参加者で対応すること。 

・ 見学会当日の質問は受け付けない。 

 

（３）質問の受付と回答 

① 質問方法 

・ 「応募質問書」(様式３)に必要事項を記入の上、令和７年 11 月 30 日（日）中に、本要

領「22」の問合せ先のメールアドレスまでエクセルファイルで送付すること。なお、当

方法以外による質問及び期限を過ぎた質問への回答は行わない。 
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② 回答方法 

・ 質問受付日から３営業以内を目途に質問者に対して、電子メールで回答する。また、す

べての回答内容については随時ホームページに掲載する。なお、この際、質問者の団体

名は記載しない。 

ＵＲＬ：https://www.city.kobe.lg.jp/a52374/chiikikouryuucenterkoubo.html 

 

18 応募の申込及び辞退について 

応募の申込は、原則としてメール等で次のとおり行うこと。 

（１）応募書類 

① 申請者に関する書類 

・ 次に掲げるア～ク（うちイは法人格を有する団体、キは任意、クは該当者のみ）を電子

データで提出すること 

・ また、共同事業体による申込の場合は、すべての構成員についてイ～カの書類の提出が

必要である。 

提出書類 備考 

ア 指定申請書 ・様式４ 

イ （法人のみ） 

・法人登記事項証明書 

・印鑑証明書 

・提出日から起算して３か月以内に発行された 

もの 

 

ウ 財務状況に関する書類 ・過去１年間の財務監査資料など 

エ 法人等の設立趣旨、運営方針、

事業内容、活動内容等の概要 

・パンフレット等に代えても可 

オ 定款、寄付行為、規約又はこれ

に類する書類 

・既存のものを提出 

カ 誓約書 ・様式５ 

キ 事業実績等の概要 ・提出は任意 

ク 共同事業体結成届出書(共同事

業体による参加申込の場合) 

・様式６ 

 

・ 受付期限経過後に書類の提出があった場合、提出書類の不足がある場合、記載事項に虚

偽又は重大な誤りがある場合は、応募申込は受け付けず、本公募への参加ができない。 

・ 応募者は、指定申請書の提出をもって、本応募要領の記載内容に承諾したものとみなす。 

 

② 事業計画書・提案書 

・ 次に掲げるア～オまでの書類をデータで用意すること。なお、やむを得ず紙媒体で提

出する場合は、Ａ４サイズ両面印刷で出力すること。 

提出書類 様式番号 備考 

ア センターの管理運営に関すること 様式７  

イ センターで行う事業等に関すること 様式７  

ウ 貸館事業に関すること 様式７  

エ 収支予算書（施設管理・自主事業） 様式８  

オ その他事業の提案書 

（提出は任意） 
任意 

・様式は任意する。但しＡ４サイ

ズ、両面５ページまで 

https://www.city.kobe.lg.jp/a52374/chiikikouryuucenterkoubo.html
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・ 事業計画書及び提案書の提出は、同一施設につき一案のみとし、複数案の提出があった

場合はすべて無効とする。また提出済みの書類の差替え、変更、追加は認めない。 

 

③ アピール資料（※提出は任意） 

上記①及び②に定める各書類に加え、プレゼンテーション用として、任意で別の資料を用

意する場合は、以下のとおり提出すること。 

・ 様式は任意 

・ 電子データで提出すること（データでの提出が難しい場合は、紙媒体でも可） 

・ Ａ４サイズ両面印刷で 15 枚 30 ページ（表紙と目次を含む）まで 

・ 電子データのファイル形式は、Microsoft Powerpoint 又は PDF のいずれかとする。 

・ 記載内容は、事業計画書及び提案書等(以下「事業計画書等」という。)に基づき、これ

らを補足するものに限り、事業計画書等に記載のない事項に係る提案は追加とみなし、

当該事項のある資料はその部分のみ無効とする。 

・ 資料の提出は一案のみとし、複数案の提出があった場合は全て無効とする。 

・ 提出済みの書類の差替え、変更、追加は認めない。 

 

（２）提出方法 

・ 上記①～③の書類について、令和７年 12 月５日（金）午後５時までに、電子メールに

てデータを送付すること。 

・ 電子データでの提出が難しい場合は、紙媒体での提出も可とする（提出期限は同じ）。 

 

【電子データによる提出の場合】 

・ 押印を要する書類については、押印した書類をスキャンするなどデータ化した上で提出

すること。 

・ 原則 PDF 形式とし、どれがどの書類か判別できるようファイル名をつけて CD-R または

大容量ファイル送信サービス等を利用して提出すること。 

・ 電子メールにて送付する際には、件名を「(事業者名)地域交流センター応募書類」とす

ること。 

 

【紙媒体で提出する場合】 

・ Ａ４サイズで出力し、１セット提出すること。 

・ 書類にインデックスを貼付するなど、どれがどの書類か判別できるようにして提出する

こと。 

・ 持参による場合は、事前に連絡の上、平日の午前９時～正午、午後１時～午後５時の間

に提出先に持参すること。 

・ 郵送・宅配による場合は、送付記録が残る方法により受付期限までに提出先に必着する

ように送付すること。 

 

（３）提出先 

・ 本要領「22」のとおり 
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（４）費用の負担 

・ 応募に関する費用は、すべて応募者の負担とする。 

 

（５）応募者の失格 

・ 応募申請の受付後でも、応募者が審査・選定までの間に次の項目に該当した場合は失格

とする。共同事業体の場合、構成する一つの団体が該当した場合でも同様に失格とする。 

・ 本応募要領に定める応募資格を喪失した場合 

・ 本応募要領に定める手続きを遵守しない場合 

・ 応募者に虚偽の申請・記載があった場合 

・ 提案の採否の働きかけを行うなど指定管理者の選定に関して、応募者又はその代理人等

の関係者が神戸市職員、選定評価委員会の委員と不正な接触をもった場合 

・ 本応募要領に定める応募書類が提出期限を過ぎて到着した場合 

・ その他不正な行為があった場合 

 

（６）提出書類の取扱い 

① 著作権の帰属 

・ 応募書類の著作権は、応募者に帰属する。応募書類に含まれる特許権、意匠権、その他

日本国の法令に基づいて保護される第三者の利権の対象とであるものを使用した結果

生じた責任は、応募者が負うものとする。 

・ 上記に関わらず、指定管理者の選定の公表等に必要な場合に、甲は、応募書類の著作権

を無償で使用できるものとする。 

② 提出書類の公開 

・ 本公募に関して提出された書類は、神戸市情報公開条例に基づく情報公開請求があった

場合、同条例第 10 条に該当する情報、例えばプライバシー情報（従業員の氏名・経歴・

顔写真等）や、法人等情報（運営組織の人員数、収支計画の積算内訳の詳細・独自の技

術的情報や経営ノウハウ・契約予定先の団体名等）を除いて、請求者に対して開示され

るものとする。 

③ 提出書類の返却 

・ 提出された書類は、返却はしない。 

 

（７）神戸市提供資料の取扱い 

・ 甲から提供を受けた資料について、本要領に基づく応募以外の目的で使用すること及び甲

の事前の承諾を得ず、第三者に開示したり使用させたりすることはできない。 

 

（８）応募の辞退 

・ 応募書類提出後の辞退は、正当な理由がある場合に限り認める。その際には、速やかに辞

退届(様式任意。但し、辞退年月日、辞退理由、団体名、代表者氏名を記載し、代表者印

を押印済みのもの、なお法人の場合は法人所在地、法人の名称も記載すること)を提出す

ること。 
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19 指定管理者候補者の選考 

（１）選考方法 

指定管理者選定委員会による選考過程を経て、指定管理者候補者を決定する。 

① 開催日時 

・ 令和７年 12 月 18 日（木）午前中 （出席は不要） 

② 開催会場 

・ 神戸市役所１号館（予定） 

 

（２）選考基準 

神戸市立地域交流センター条例（地域福祉センターの新たな役割などを示す基本方針の内

容）や神戸市民による地域活動の推進に関する条例における理念への理解、事業計画の具体

性、運営体制、運営費、地域活動や社会貢献活動、施設管理運営等の実績、地域とのかかわ

り等を総合的に評価して選考する。詳細な評価項目は、別添 10 を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）最低基準に達していない場合の取扱い 

・ 選定評価委員会の選考の結果、応募団体が指定管理者として必要な最低基準を満たしてい

ないと判断された場合は、指定管理者候補者を選定せず、再度公募を行う場合がある。 

 

（４）会議の公開 

・ 指定管理者候補者の選定に関する選定委員会の会議は、「神戸市指定管理者選定評価委員

会規則」に基づき非公開とする。 

 

（５）選定結果の公表及び通知 

① 公表及び通知の時期 

・ 令和７年 12 月下旬～令和８年１月上旬 

② 通知方法 

・ すべての応募者に文書で選定結果及び採点結果を通知する。 

③ 公表方法 

選考基準 配点 

申請者に関する項目 市内における拠点の有無 
10 

地域団体との連携実績 

施設運営の基本方針 施設の運営方針の内容 10 

運営体制 管理パターンに沿った確実な体

制の確保 

20 管理運営の効率化にむけた工夫 

地域や関係団体との連携 

施設の管理当番の育成 

事業(活動)計画や提案 提案内容 20 

貸館事業やサービス向上

に対する考え方 

サービス向上や利用者の満足度

向上のための工夫 
30 

管理コスト 実現可能性 10 

合     計 １００ 
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・ 神戸市ホームページにて公表する。 

④ 公表内容 

・ 選定結果、採点結果、応募のあったすべての団体の名称。 

 

（６）指定管理者候補者の辞退 

・ 指定管理者候補者の選定後、甲が指定管理者として指定をするまでの間に指定管理者候

補者が辞退した場合には、次点者（最低基準を満たしている必要あり）が指定管理者候補

者となる。次点者の権利は、神戸市会において指定管理者候補者に対する議案が可決さ

れた時点で喪失するものとする。 

 

（７）異議の申立て 

・ 応募者は、指定管理者候補者の選定後、本応募要領等について不知または不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 

20 選定から協定締結まで 

（１）細目協議 

・ 指定管理者候補者の選定後、甲と指定管理者候補者は、提案内容に基づいて、指定期間中

に実施する項目等の確認を行う。甲が、実施困難と判断した場合は提案内容の一部につ

いて実施を認めない場合がある。また、甲は必要に応じて、提案内容の修正を求めること

ができる。 

・ 甲が、細目協議において、指定管理者候補者の責に帰す事由により提案内容の実現可能

性が著しく低いと判断した場合は、指定管理者候補者との協議を打ち切り、次点者（最低

基準を満たしている必要性あり）と細目協議を行うこととする。次点者との細目協議が

整った場合、次点者を指定管理者候補者とする。 

・ 法令や地域の実情等により、指定管理者候補者の提案が必ずしも実現できるとは限らな

い。提案内容が実現しないことから生じる一切の費用について甲は補償しない。 

 

（２）指定の手続き 

・ 神戸市会において、指定管理者として指定する議案の可決後、指定管理者として指定す

る。 

・ 指定にあたっては、文書で通知するとともに、神戸市立地域交流センター条例に基づき

告示する。なお、議会の議決が得られなかった場合又は議案が否決された場合において、

甲は指定管理者候補者が本公募において負担した一切の費用について補償しない。 

・ 神戸市会における議決前に、本要領に定める応募者の失格の事由に該当する等指定管理

者として指定することが不適当と認める事情が生じたときは、指定管理者候補者として

の資格を取り消す。なお、この場合、甲は指定管理者候補者が本公募において負担した一

切の費用について補償しない。 

 

（３）協定の締結 

・ 指定管理者として指定後、甲と乙は、業務を実施する上で必要となる詳細事項について

協議を行ったうえで指定管理協定を締結する。 
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21 指定の取り消し等 

・ 甲は、次に掲げる項目のいずれかに該当する場合は、その指定を取消し又は期間を定め 

て指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。なお、指定の取消し

及び停止により指定管理業務を行わなかった分の指定管理料は減額する。 

① 乙が、甲の指示又は監督に従わない場合 

② 乙が職員を雇用する場合、指定管理業務等に関わっている労働者に対する賃金の支払

について、最低賃金法第４条第１項に違反したとして検察官に送致されたとき 

③ 暴力団関係事業者であることが判明したとき 

④ その他管理業務を継続することが適当でないと甲が認めるとき 

・ 乙が職員を雇用する場合、指定管理業務等に関わっている労働者に対する賃金の支払に

ついて、最低賃金法第４条第１項に違反したとして検察官に送致されたこと、又は暴力

団関係事業者であることを理由として指定の取り消しを行う場合、甲は提案上の令和８

年度指定管理料の 10 分の１に相当する額を違約金として乙に請求する。 

・ 甲が、指定の取消し又は期間を定めて指定管理業務の全部もしくは一部の停止を命じた 

場合において、乙に発生した損害について、甲は一切の賠償又は補償の責を負わない。 

・ 指定期間の途中で、指定の取消しがあった場合の指定管理料の計算は、当該年度の指定

管理を 365 日(ただし、閏年においては 366 日)で除した額に、４月１日から乙が指定を

取り消された日までの日数を乗じて得た額とする。 

 

22 問い合わせ・提出先 

 担当部署 ：神戸市地域協働局地域活性課 

  所在地  ：〒650-8570  神戸市中央区加納町６丁目５番１号 神戸市役所 1 号館 23 階 

  電話番号 ：078-322-6486 

 電子メール：model@city.kobe.lg.jp 

 担当者  ：横山・谷口  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:model@city.kobe.lg.jp
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別添１ 施設の概要 
別添資料のとおり 

 

別添２ 管理パターンと指定管理料の考え方 

１.管理パターン 

指定管理者は管理パターン（Ｄを除く）を以下から選択し、本市に提案すること。 

※パターンＤの完全無人については、特定地域のみを想定しているため、提案することはできない。 

指定管理料は、以下のパターンと施設の面積等に応じて決定される。 

 

２.指定管理料の考え方 

 

 パターンＡ パターンＢ パターンＣ パターンＤ※ 

利用可能日 平日４日間＋土曜・日曜 

管理者が 

常駐する日 

平日４日間 平日４日間＋土

曜日 

利用可能日の全

日 

完全無人 

利用可能 

時間 

９時～２１時 

※12 時～13 時・16 時～21 時については、利用希望がある場合は使用可能 

有人管理の 

時間 

原則９時～１６時 

経費区分 運営交付金 

基本運営費 

（完全無人管理Ｄの場

合は支給しない） 

月額 20,000 円（年額 240,000 円） 

以下、条件に応じて増額 

・土曜日も当番管理を行う場合（Ｂ）は月額 40,000 円（年額 480,000 円） 

・土曜日・日曜日両日ともに当番管理を行う場合（Ｃ）は月額 60,000 円 

（年額 720,000 円） 

・なお、閉館日を設けない場合は、月額 10,000 円を増額 

 （最大年額 120,000 円） 

特別運営費 

（右記条件に該当する

場合のみ支給、概算払い

による年度末精算） 

夜間時間帯（17 時以降に 2 時間以上）に当番を設けて対応する場合 

日額 2,000 円※ 

※年度当初の協定書に基づく概算払いとし、年度末に開館実績に 

応じて精算する。ただし、指定管理者による夜間時間帯の利用は実績

に含めない。電子錠の活用等、無人管理の場合は支給しない。 

その他管理費 

（管理運営物件の面積

に応じて支払う） 

運営交付金月額（※） 

① 200 ㎡未満  90,000 円以内 （年額 1,080,000 円） 

② 200 ㎡以上 300 ㎡未満  100,000 円以内（年額 1,200,000 円） 

③ 300 ㎡以上 500 ㎡未満 120,000 円以内（年額 1,440,000 円） 

④ 500 ㎡以上      150,000 円以内（年額 1,800,000 円） 

スマートロック・予約シ

ステム等導入支援 

（導入時のみ支給） 

予約管理システムのみ導入→月額 10,000 円 

電子錠のみ導入→月額 10,000 円 

電子錠と予約管理システム両方導入→月額 20,000 円 
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別添３ 各施設指定管理料概算 

 

※１予約管理システムと電子錠を導入した場合 

※２いずれも特別運営費（夜間 17時から 21 時までの間の２時間以上を有人で管理する場合は

日額 2,000 円を支給、ただし、指定管理者による事業は対象外）を含まず。 

 

熊野地域交流センター（面積：262.48 ㎡） 

管理パターンＡ：1,680,000 円 

管理パターンＢ：1,920,000 円 

管理パターンＣ：2,160,000 円 

箕谷地域交流センター（面積：153.50 ㎡） 

管理パターンＡ：1,560,000 円 

管理パターンＢ：1,800,000 円 

管理パターンＣ：2,040,000 円 

つつじが丘地域交流センター（面積：222.09 ㎡） 

管理パターンＡ：1,680,000 円 

管理パターンＢ：1,920,000 円 

管理パターンＣ：2,160,000 円 

太山寺地域交流センター（面積：267.45 ㎡） 

管理パターンＡ：1,680,000 円 

管理パターンＢ：1,920,000 円 

管理パターンＣ：2,160,000 円 

その他特記事項 

・地域団体等が公益活動（防災など）の目的で施設敷地内に資材

倉庫等の設置を希望する場合がある。その場合は甲において乙

と協議のうえで、許可を行い、適当な場所に設置させること。 
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別添４ 利用料金上限表（神戸市立地域交流センター条例に基づく） 

使用の許可に係る期間の単位及び施設等の利用料金 

施設等 利用料金 

午前 

(9時-12時) 

午後 

(13時-16時) 

午前・午後 

(9時-16時) 

夜間 

(17時から21時の

うち２時間ごと) 

地域活動コーナー 3,000円 3,000円 6,000円 3,000円 

洋室 2,000円 2,000円 4,000円 2,000円 

調理室 1,000円 1,000円 2,000円 2,000円 

和室 2,000円 2,000円 4,000円 2,000円 

地域活動コーナーと調理室 4,000円 4,000円 7,000円 4,000円 

附属設備 １設備１回につき  5,000円 

 

備考 

１ 時間外利用料金の額の算定に当たっては、１時間未満の端数が生じたときは、１時間と

して計算する。 

(1) 地域活動コーナー 1,000円 

(2) 調理室 400円 

(3) 地域活動コーナー及び調理室 1,400円 

(4) 洋室 700円 

(5) 和室 700円 

２ 夜間の利用料金は２時間単位の利用を原則とし、２時間未満の端数が生じたときは、２

時間として計算する。 

３ 許可を得た時間内に利用を終えても、返金は行わない。 
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別添５ リスク分担 

 

項目 
リスク分担 

市 指定管理者 

法令等の変更 

 指定管理者制度や施設の管理運営に影響を及ぼす法令等の変更 協議による 

 上記以外の法令等の変更  ○ 

税制度の変更（指定管理料にかかる消費税を除く）  ○ 

物価・金利の変動  ○ 

需要の変動  〇 

事故発生（情報漏えい等を含む） 

 指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

 施設・設備の設置に関する瑕疵によるもの ○  

 上記以外の理由によるもの 協議による 

施設・設備の損傷 

 指定管理者の故意・過失によるもの  ○ 

 施設・設備の設計・構造上の原因によるもの ○  

 上記以外の理由によるもの 協議による 

備品の損傷  ○ 

周辺地域・住民・利用者への対応 

 施設の設置に関する訴訟・苦情・要望・住民反対運動等の対応 ○  

 
指定管理者が行う業務及び自主事業に起因する訴訟・苦情・要望・住民

反対運動等の対応 
 ○ 

 上記以外のものに関する訴訟・苦情・要望・住民反対運動等の対応 協議による 

第三者への賠償（国家賠償法に基づく求償権を市が指定管理者に行使する場合を含む） 

 指定管理者としての業務及び自主事業により損害を与えた場合  ○ 

 施設・設備の設置に関する瑕疵により損害を与えた場合 ○  

 上記以外の理由で損害を与えた場合 協議による 

事業の中止、変更、延期 

 指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

 市の責めに帰すべき事由によるもの ○  

上記に定めるもののほか不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、テロ、争乱、暴動その他の

市又は指定管理者のいずれの責めにも帰することのできない自然的又は人為的な現象）によるリスク 

 事故発生時の初期対応  ○ 

 
施設・設備・物品の復旧費用 

（ただし、市の所有するものに限る） 
○  

 
施設・設備・物品の復旧費用 

（ただし、指定管理者の所有するものに限る） 
 ○ 

 事業の中止、変更、延期等に伴う費用  ○ 

業務の引き継ぎに関する費用（引き継ぎを受ける場合及び次期指定管理者に 

引き継ぐ場合とも） 
 ○ 
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別添６ 光熱水費の実績について 

・ 光熱水費等の支払いにおいて、支出の原因である事実が存した期間が年度をまたぐ場合

は、支払い期限の属する年度に支出される必要があります（地方自治法施行令第 143 条

第１項第３号）。このため、使用の実績に関わらず、指定期間中に支払い期限を迎える光

熱水費は、当該期間の指定管理者が負担することとなります。 

・ 以下は、過去３年度分の実績です。収支予算書等作成の際の参考としてください。 

(ア)熊野地域交流センター 

期間 電気代 ガス代 水道代 

令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 345,042 円 25,663 円 84,484 円 

令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 308,461 円 22,940 円 72,857 円 

令和４年４月１日～令和５年３月 31 日 320,719 円 13,266 円 73,308 円 

 

(イ)箕谷地域交流センター  

期間 電気代 ガス代 水道代 

令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 455,447 円 30,806 円 39,851 円 

令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 404,169 円 24,455 円 37,035 円 

令和４年４月１日～令和５年３月 31 日 418,824 円 21,158 円 35,419 円 

 

(ウ)つつじが丘地域交流センター 

期間 電気代 ガス代 水道代 

令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 213,376 円 60,404 円 38,109 円 

令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 213,863 円 23,764 円 35,100 円 

令和４年４月１日～令和５年３月 31 日 207,367 円 35,086 円 33,345 円 

 

(エ)太山寺地域交流センター 

期間 電気代 ガス代 水道代 

令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 330,128 円 12,669 円 33,597 円 

令和５年４月１日～令和６年３月 31 日 291,426 円 11,640 円 32,228 円 

令和４年４月１日～令和５年３月 31 日 350,160 円 12,553 円 32,327 円 

 

 

別添７ 神戸市地域交流センター条例 

別添８ 神戸市地域交流センター条例施行規則 

別添９ 地域福祉センターの新たな役割などを示す基本方針 

別添 10 選考における評価項目 

別添 11 備品一覧




























































































